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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成22年8月19日(2010.8.19)

【公開番号】特開2007-10652(P2007-10652A)
【公開日】平成19年1月18日(2007.1.18)
【年通号数】公開・登録公報2007-002
【出願番号】特願2006-173143(P2006-173143)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  33/52     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/01     (2006.01)
   Ｇ０１Ｂ  11/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  35/04     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/27     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  33/52    　　　Ｂ
   Ｇ０１Ｎ  21/01    　　　Ｂ
   Ｇ０１Ｂ  11/00    　　　Ａ
   Ｇ０１Ｎ  35/04    　　　Ｆ
   Ｇ０１Ｎ  21/27    　　　Ｂ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成22年7月2日(2010.7.2)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
可撓性担持テープ（２０）と、体液中の分析物を検出するために前記担持テープ（２０）
上に離間して配置され、体液中の分析物を検出するための複数の検査領域（１４）と、を
有する体液を分析するための検査テープにおいて、
前記担持テープ（２０）がさらに、前記担持テープ（２０）の送り中にその位置を非接触
で検出または記録するための標識領域（１２）を備え、それぞれの標識領域が、前記担持
テープ（２０）の長さ方向において連続した前記検査領域（１４）間のテープ部に延在し
、前記担持テープ（２０）によって移動距離を検出するために距離スケールを形成するこ
とを特徴とする体液を分析するための検査テープ。
【請求項２】
前記テープ部の前記検査領域（１４）を含む部分には標識領域が設けられていないことを
特徴とする請求項１記載の検査テープ。
【請求項３】
前記標識領域（１２）が、変化量の距離スケールを形成することを特徴とする請求項１ま
たは２記載の検査テープ。
【請求項４】
テープ送りを位置制御することによって、前記検査領域（１４）を使用位置に継続して配
置することができることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の検査テープ。
【請求項５】
前記標識領域（１２）が、交互に配置された明るい部分と暗い部分を有するラスター帯片
（２２）によって形成されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の
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検査テープ。
【請求項６】
前記標識領域（１２）が、テープの長さ方向に互いに変位して配置された二条の平行ラス
ター帯片（２２）を有することを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の検査テ
ープ。
【請求項７】
前記標識領域（１２）が、絶対値によってコード化された距離スケールを形成することを
特徴とする請求項１または２記載の検査テープ。
【請求項８】
未使用検査テープの供給部（４６）と使用済み検査テープの廃棄部（４８）とを有する請
求項１～７のいずれか１項に記載の検査テープを格納するためのテープ・カセット（４４
）。
【請求項９】
体液中の分析物を検出するための検査領域（１４）が設けられた検査テープ（１０）、前
記検査領域（１４）を配置するためのテープ送り装置（１６）、およびテープ送り中にテ
ープ位置を非接触で検出または記録するために前記検査テープ（１０）の上に設けられた
標識領域（１２）を含む位置検出装置（１８）を有する分析装置であって、それぞれの標
識領域が、前記担持テープ（２０）の長さ方向において連続した前記検査領域（１４）間
のテープ部に延在し、前記担持テープ（２０）によって移動距離を検出するために距離ス
ケールを形成することを特徴とする分析装置。
【請求項１０】
前記位置検出装置（１８）が、テープ送り中の送りの方向と送り距離を、前記検査テープ
（１０）上で直接検出することを特徴とする請求項９記載の分析装置。
【請求項１１】
前記位置検出装置（１８）が、前記検査領域（１４）を走査する計測ユニット（５２）か
らテープ沿いに予め決められた距離だけ離間して配置されていることを特徴とする請求項
９または１０記載の分析装置。
【請求項１２】
前記位置検出装置（１８）が、テープ送り中に前記標識領域（１２）を非接触走査するた
めに、前記検査テープ（１０）の横に配置されたセンサ手段（３０）を有することを特徴
とする請求項９～１１のいずれか１項に記載の分析装置。
【請求項１３】
前記テープ送り装置（１６）が、前記位置検出装置（１８）に接続されて、前記検査テー
プ（１０）を所要の位置に送るための駆動制御装置（３２，３４）を有することを特徴と
する請求項９～１２のいずれか1項に記載の分析装置。
【請求項１４】
前記テープ送り装置（１６）が、前記位置検出装置（１８）の出力信号に応じて、テープ
送り方向とは逆の方向に動作することができる駆動装置（３６）を有することを特徴とす
る請求項９～１３のいずれか１項に記載の分析装置。
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